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２月市議会臨時会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第２号  豊橋公園への多目的屋内施設（新アリーナ）建設の賛否を問う住民投票

条例の制定について 

（行政課・多目的屋内施設整備推進室） 

地方自治法第７４条第１項の規定による条例の制定の請求があり、これを受理したの

で、同条第３項の規定により意見を付けて議会に付議するもの 

 

１ 条例案 

 （目的） 

第１条 この条例は、豊橋市が、豊橋公園に整備を計画している多目的屋内施設の建設

（以下「本件新アリーナ建設」という。）に対し、市民の意思を的確に反映させること

を目的とする。 

 （市民投票） 

第２条 前条の目的を達成するため、豊橋市は、本件新アリーナ建設に対する賛否につ

いての市民による投票（以下「市民投票」という。）を実施する。 

 （市民投票事務の執行） 

第３条 市民投票に関する事務は、市長が執行する。 

 （市民投票の実施等） 

第４条 市民投票は、この条例の公布の日から起算して60日以内に実施しなければなら

ない。 

２ 市民投票の期日（以下「投票日」という。）は、市長が定める日曜日とし、投票日の

14日前までにこれを告示しなければならない。 

 （投票資格者等） 

第５条 市民投票において投票を行う資格を有する者（以下「投票資格者」という。）と

は、前条２項の規定による告示の日の前日において、本市に住民票が作成された日（他

の市町村（特別区を含む。以下同じ。）から本市の区域内に住所を移した者で住民基本

台帳法（昭和42年法律第81号）第22条の規定により届出をした者については、当該届

出をした日）から引き続き３箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上

の者（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条、同法第252条、政治資金規正法（昭

和23年法律第194号）第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的

記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成13年法律第147号）第

17条第１項から第３項までの規定により選挙権を有しない者を除く。）とする。 

２ 市長は、投票資格者名簿を調製しなければならない。 
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 （投票の方法） 

第６条 投票は、１人１票に限る。 

２ 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を

経て、投票をしなければならない。 

３ 投票資格者は、本件新アリーナ建設に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇

の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に〇の記号を自ら記載しなければなら

ない。この場合において、投票資格者は、投票用紙を自ら投票箱に入れなければなら

ない。 

４ 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。 

 （点字投票等） 

第７条 前条第３項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場

合においては、投票用紙に、本件新アリーナ建設に賛成するときは賛成と、反対する

ときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字

とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。 

２ 前条第３項並びに第９条第２項及び第３項の規定にかかわらず、心身の故障その他

の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定める

ところにより代理投票をさせることができる。 

３ 前条第２項及び第３項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日

に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところによ

り投票をすることができる。 

 （投票の秘密保持） 

第８条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。 

 （投票の効力） 

第９条 投票の効力の決定に当たっては、次項又は第３項の規定に反しない限りにおい

て、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。 

２ 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とす

る。 

 (１) 所定の投票用紙を用いないもの 

 (２) 〇の記号を賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも記載したもの 

 (３) 〇の記号以外の事項を記載したもの 

 (４) 〇の記号を自ら記載しないもの 

(５) 〇の記号を賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して記載したかを確認

し難いもの 

３ 点字投票（第７条第３項の規定による投票であって、点字により行われるものを含

む。）については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 

 (１) 所定の投票用紙を用いないもの 
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 (２) 賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの 

 (３) 賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの 

 (４) 賛成の文字又は反対の文字を自ら記載しないもの 

 (５) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの 

 （投票結果の尊重等） 

第10条 市長は、市民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示するとともに

市議会議長に通知しなければならない。 

２ 市民投票において、本件新アリーナ建設に対する賛成の投票の数又は反対の投票の

数のいずれか多い数が投票資格者の総数の４分の１に達したときは、市長及び市議会

はその結果を尊重しなければならない。 

 （情報の提供） 

第11条 市長は、市民が本件新アリーナ建設の賛否を判断するために必要な情報の提供

及び住民投票の意義についての広報活動に努めなければならない。 

２ 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ公正中立に行うものとする。 

 （投票運動） 

第12条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により市民

の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。 

 （委任） 

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

２ これまでの経緯と市の考え方 

多目的屋内施設の整備については、総合体育館の老朽化・過密化への対応、防災活

動拠点としての機能の強化・充実、プロスポーツやエンターテインメント、コンベン

ションなどの集客によるまちのにぎわいづくりへの寄与といった観点から、本市にと

って必要不可欠なものとして、令和４年５月に豊橋公園を整備予定地として選定し、

令和５年８月に多目的屋内施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）を策定し公

表したところである。 

 基本計画の策定に向けては、令和４年７月から10月にかけて市民ワークショップを、

10月には市民アンケートを、そして、10月から令和５年３月にかけて各種団体等への

アンケートやヒアリングを行い、様々な立場からの多様な意見を踏まえて中間報告を

取りまとめた。この中間報告について、令和５年４月の市議会議員の改選を経た後の

６月９日に開催された市議会総務・建設消防委員会連合審査会において熱心に議論し

ていただくとともに、６月 12日から７月20日にかけてパブリックコメントを行い、

5,000件を超える多くの意見をいただいた。これらの議論や意見を踏まえ８月に基本計
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画を完成させたものである。 

また、この基本計画を基に、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事

業に係る実施方針（素案）及び要求水準書（素案）を作成し、令和５年８月31日の市

議会総務・建設消防委員会連合審査会における議論を経て、９月の市議会定例会にお

いて、整備等に向け必要となる条例や予算の議決をいただいた。そして、10月に当該

事業の入札公告を行い、現在、事業者の募集を行っているところである。 

このように、多目的屋内施設の整備については、市民等の意見を丁寧に伺うととも

に、市議会において議員の皆様の深い御理解の下で議論を重ね、多数の御賛同を得て

事業を進めているところであり、本条例を制定する意義は見出し難いと考える。 

 

３ 本条例の内容の疑義 

  仮に本条例に基づいて住民投票を執行する場合には、次のような疑義がある。 

本条例第５条第１項によれば、投票資格者は、住民投票の告示の日の前日において

18歳以上でなければならないとされている。そのため、告示の日から投票日までに18

歳になる者については、本条例にその取扱いの規定がなく、投票を行うことができな

い。この点、公職選挙法に基づく選挙においては、選挙の当日までに18歳になる者は

投票ができることと比較すると、本条例は、投票資格者の範囲を公職選挙法より狭く

規定しており、第１条に規定する「市民の意思を的確に反映させる」という目的に合

致しない。 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第３号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・道路建設課） 

１ 工 事 名  豊橋新城スマートＩＣ（仮称）橋梁下部工事１ 

２ 工 事 内 容  ・橋梁下部工事 

橋台工（１基） 

            場所打杭     １１本 

            橋台躯体  １，４４７㎥ 

            鉄筋      １３４ｔ 

           仮設工 

            土留・仮締切    一式 

３ 落札年月日  令和６年１月３１日 

４ 契 約 価 格  ２５９，６００，０００円 

 （予 定 価 格  ２６７，１８７，８００円） 

  落 札 率  ９７．２％ 

５ 請 負 人  神野建設（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札３社） 

 

 

議案第４号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・道路建設課） 

１ 工 事 名  豊橋新城スマートＩＣ（仮称）橋梁下部工事２ 

２ 工 事 内 容  ・橋梁下部工事 

橋台工（１基） 

            場所打杭     ８本 

            橋台躯体   ９４９㎥ 

            鉄筋      ７７ｔ 

３ 落札年月日  令和６年１月３０日 

４ 契 約 価 格  １６０，９３０，０００円 

 （予 定 価 格  １６６，７３４，７００円） 

  落 札 率  ９６．５％ 

５ 請 負 人  藤城建設（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札３社） 
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議案第５号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  豊小学校南校舎長寿命化改良工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造３階建 

          延べ床面積 ２，１１３㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

１階 
普通教室（３）、生活科資料室、生活科準備室、配

膳室、便所 

２階 
普通教室（４）、特別支援学級、特別支援学級準備室、

配膳室、便所 

３階 普通教室（４）、図工室、図工準備室、配膳室、便所 

・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和５年１２月２８日 

４ 契 約 価 格  ３４２，６５０，０００円 

 （予 定 価 格  ３４３，９７０，０００円） 

  落 札 率  ９９．６％ 

５ 請 負 人  三河土建（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 
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〔 報 告 〕 

 

報告第１号  専決処分の報告について 

（契約検査課・教育政策課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日  令和５年１２月２５日 

（２）変更する議決  令和５年第５４号議決 

              工事請負契約締結について（幸小学校北校舎長寿命化改良工

事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ２０８，４５０，０００円 

変更後 ２０９，０８８，０００円 

差引き ６３８，０００円 

・屋外階段の床の鋼板の補修を追加する変更等のため 

 

 

２（１）専 決 年 月 日  令和６年１月１２日 

（２）変更する議決  令和３年第８５号議決 

              工事請負契約締結について（岩西小学校北・中校舎長寿命化

改良工事（詳細設計付）） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ９２７，１７９，０００円（※） 

変更後 ９４２，１０６，０００円    

差引き １４，９２７，０００円    

・既設排水管の改修の方法の変更等のため 

 

（※）令和５年報告第１号（専決処分の報告について）において、変更した

後の価格 
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３（１）専 決 年 月 日  令和６年１月２６日 

（２）変更する議決  令和５年第５６号議決 

              工事請負契約締結について（飯村小学校体育館・校区市民館

長寿命化改良等工事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ２１４，５００，０００円 

変更後 ２２５，７５９，６００円 

差引き １１，２５９，６００円 

     ・屋根の改修の仕様の変更等のため 
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報告第２号  専決処分の報告について 

（納税課・生活福祉課・住宅課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている生活保護費返還金の支払及び市営住宅の家賃等の支払に係る訴えの提起に

ついて、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 生活保護費返還金の支払 

専 決 年 月 日 令和６年１月１５日  

事 件 の 概 要 

相手方は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多額

の生活保護費返還金を滞納しているため、当該返還金の支払を求め、

四日市簡易裁判所へ支払督促を申し立てたところ、相手方の督促異

議の申立てにより、同簡易裁判所に訴えの提起があったとみなされ

たものである。  

専決処分時の

滞 納 状 況 
滞納件数 ２件  

 

２ 市営住宅の家賃等の支払 

専 決 年 月 日 令和６年１月１５日  

事 件 の 概 要 

相手方１は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多

額の市営住宅の家賃及び修繕費用を滞納しているため、当該市営住

宅の家賃等の支払を求め、岡崎簡易裁判所へ支払督促を申し立てた

ところ、相手方の督促異議の申立てにより、同簡易裁判所に訴えの

提起があったとみなされたものである。  

相手方２は、主債務者である相手方１が滞納した市営住宅の家賃及

び修繕費用に係る日常家事債務の連帯責任として、当該債務の履行

を求め、岡崎簡易裁判所へ支払督促を申し立てたところ、相手方の

督促異議の申立てにより、同簡易裁判所に訴えの提起があったとみ

なされたものである。  

専決処分時の

滞 納 状 況 

滞納月数 ４月分（家賃）  

滞納件数  １件（修繕費用）  
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報告第３号  専決処分の報告について 

（健康増進課・公園緑地課・収集業務課・人事課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和６年１月１１日 

（２）損害賠償の額   １１，０００円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年１０月１１日午後０時４０分頃、豊橋市小向町字

北小向２０番２に所在する駐車場において、本市職員（健

康部健康増進課）の運転する軽乗用自動車が、敷地内を移

動する際に相手方所有のブロック塀に誤って接触し、損傷

させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 

２（１）専 決 年 月 日   令和６年１月１１日 

（２）損害賠償の額   １１，３５０円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年１０月２３日午後６時３０分頃、豊橋市中浜町１

４１番地先の市道上において、相手方の子（当時１６歳）

が歩道を自転車で走行中、高さ約６０センチメートルの切

り株に衝突し、当該自転車が損傷したもの 

（豊橋市過失割合 ２０％） 

 

 

３（１）専 決 年 月 日   令和６年１月１２日 

（２）損害賠償の額   ３８３，２５６円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年９月１４日午前８時３５分頃、豊橋市三ノ輪町一

丁目２６番地先の交差点において、本市職員（環境部収集

業務課）の運転するごみ収集車が右折しようとしたところ、

交差点内で停止した相手方所有の小型乗用自動車に誤って

接触し、相手方を負傷させ、及び相手方車両を損傷させた

もの 

（豊橋市過失割合 １００％） 
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４（１）専 決 年 月 日   令和６年１月２５日 

（２）損害賠償の額   １６３，４８２円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年１０月１８日午前９時５０分頃、豊橋市民病院職

員駐車場において、本市職員（総務部人事課）の運転する

普通乗用自動車が敷地内を移動する際に相手方所有の普通

乗用自動車に誤って接触し、相手方車両を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 
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報告第４号  債権放棄の報告について 

（納税課） 

 豊橋市債権管理条例第６条の規定により、次のとおり市の債権を放棄したので、同条

例第７条の規定により報告するもの 

 

１ 債権の内訳及び放棄事由 

所管課 債権の名称 
人数

（人） 
金額（円） 

放棄事由 

（第６条該当号） 

国 保 
年金課 

国民健康保険

（出産育児一

時金）に係る不

法行為に基づ

く損害賠償金 

１ ２,６２５,２００ 消滅時効完成（２号） 

計 １ ２,６２５,２００  

保育課 

障 害 児 通 所 

支 援 収 入 
１ １１,０４０ 生活保護等（１号） 

計 １ １１,０４０  

ゼロカ
ーボン
シティ
推進課 

次世代自動車

購入等補助金 

返 還 金 

１ ２１,３０７ 破産等（４号） 

計 １ ２１,３０７  

河川課 

河川等公共物

使 用 料 

１ ８,１１６ 行方不明等（３号） 

１ ３,６７６ 破産等（４号） 

計 ２ １１,７９２  

住宅課 
修 繕 料 １ ８２,２９０ 行方不明等（３号） 

計 １ ８２,２９０  

管理課 

債 務 不 履 行 

損 害 賠 償 金 
１ １２,４７４ 行方不明等（３号） 

計 １ １２,４７４  

医事課 

入 院 収 益 

２７ ６,８９９,６５８ 生活保護等（１号） 

１ ９５０ 消滅時効完成（２号） 

１１ ４,６７０,３０２ 行方不明等（３号） 

１ １１５,９４０ 破産等（４号） 

給 食 収 益 

２２ ５９９,３６０ 生活保護等（１号） 

２ ４,４００ 消滅時効完成（２号） 

１１ ５２７,７７０ 行方不明等（３号） 
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１ １０,５８０ 破産等（４号） 

外 来 収 益 

１７ １,４６１,３８０ 生活保護等（１号） 

２１ ９２,９１０ 消滅時効完成（２号） 

１０ ４９３,６４０ 行方不明等（３号） 

１ ８,２３０ 破産等（４号） 

そ の 他 医 業 

収 益 

８ １４３,６３０ 生活保護等（１号） 

１ ３,２４０ 消滅時効完成（２号） 

９ ４１,６７０ 行方不明等（３号） 

１ １００ 破産等（４号） 

計 １４４ １５,０７３,７６０    

営業課 
水 道 料 金 

３ ６５,７２４ 生活保護等（１号） 

２９５ １,１１８,２７３ 消滅時効完成（２号） 

２５８ １,００１,３０１ 行方不明等（３号） 

８ ３７３,４２２ 破産等（４号） 

計 ５６４ ２,５５８,７２０   

保 健 
給食課 

学 校 給 食 費 ３ １４０,６３０ 生活保護等（１号） 

計 ３ １４０,６３０    

合計 ７１８ ２０,５３７,２１３   

 

２ 債権放棄日 

 令和５年１２月２５日 

 


